
地方債協議等に係る早期協議等について 
 

 

 

１．早期協議等の趣旨等 

（１）平成１８年度より導入された地方債協議制度においては、民

間等資金債の上半期発行等のために早期同意等が必要なものにつ

いては、早期協議等・同意等を行うものとしている。 

（２）平成３０年度における早期協議等の対象は、平成３０年度の

協議等に係る地方債であって、簡易協議等手続において同意等額

が確定するまでの間において発行を予定している民間等資金債で

ある。 

 

２．早期協議等の対象となる事業 

 早期協議等において対象となる事業については、公共事業等債

等当該年度における事業執行等が確実と見込まれる事業等とし、

当該事業等の簡易協議等手続の対象となる範囲内で、協議等が行

われた場合において同意等を行う予定である。 

 

３．早期協議等のスケジュール 

 早期協議等については、平成３０年度において最初に発行を予

定している民間等資金債（平成３０年度分の同意等を要するもの

に限る。）の条件決定予定日の３週間前までに協議等を行うものと

し、条件決定予定日までに同意等を行うものとする。 
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